
広報ごか　2021．113

ごかの
　お知らせ
役場の代表電話は☎（84）1111です

　
令
和
２
年
中
に
普
通
徴
収
（
現
金

納
付
ま
た
は
口
座
振
替
）に
よ
り
納
付

し
た
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
を
確

定
申
告
の
社
会
保
険
料
控
除
に
利
用

す
る
場
合
に
添
付
す
る
確
認
書
を
役

場
各
担
当
窓
口
に
て
交
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
役
場
で
確
定
申
告
を
す
る

方
は
、
確
認
書
の
添
付
は
不
要
で
す
。

※
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
た
保
険
税

等
は
、年
金
支
払
機
関（
日
本
年
金

機
構
な
ど
）か
ら
送
付
さ
れ
る
源
泉

徴
収
票
等
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
納
税
義
務
者
（
被
保
険
者
）
本
人
、

同
一
世
帯
の
方
、
振
替
口
座
名
義
人

以
外
が
来
庁
す
る
場
合
は
、
委
任

状
が
必
要
で
す
。

○
交
付
開
始
日
　
１
月
15
日
㈮

○
交
付
時
間

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

   

（
役
場
開
庁
日
の
み
）

○
持
参
す
る
も
の

・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
等

　
顔
写
真
付
き
の
も
の
）

・
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）

○
納
付
確
認
書
交
付
場
所

・
国
民
健
康
保
険
税

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
町
民
税
務
課
　
③
窓
口

・
介
護
保
険
料

　
健
康
福
祉
課
　
⑦
窓
口

○
お
問
い
合
わ
せ

・
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

・
健
康
福
祉
課
　
高
齢
者
支
援
Ｇ

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　
毎
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
ま
で

の
１
年
間
に
農
業
を
営
み
、
農
産
物

の
販
売
に
よ
る
収
入
が
あ
っ
た
方
は
、

確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
農
業
所
得
を
申
告
す
る
方
で
、
自

分
で
は
収
支
内
訳
書
の
作
成
が
困
難

な
方
を
対
象
に
事
前
相
談
を
次
の
と

お
し
ら
せ

No.544

お
り
実
施
し
ま
す
。
な
お
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
防
止
の
た
め
、

必
ず
、
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し

ま
す
。

※
青
色
申
告
の
方
に
つ
い
て
は
、
受

付
で
き
ま
せ
ん
。

○
日
時

・
２
月
４
日
㈭
、
５
日
㈮

　
両
日
、
午
前
９
時
～
午
後
６
時

  

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

・
２
月
６
日
㈯

　
午
前
９
時
～
午
前
11
時
30
分

○
場
所
　
役
場
２
階
　
第
２
会
議
室

○
相
談
内
容
　
農
業
所
得
収
支
内
訳

書
作
成
の
補
助

○
持
参
す
る
物

　
農
業
所
得
に
関
す
る

・
出
荷
伝
票
や
通
帳
な
ど
収
入
が
わ

　
か
る
も
の

・
領
収
証
な
ど
必
要
経
費
が
わ
か
る

　
も
の

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自

己
負
担
額
（
食
費
・
居
住
費
な
ど
を

除
く
）
の
合
計
額
が
年
間
の
基
準
額

を
超
え
た
場
合
、
基
準
額
を
超
え
た

分
の
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
制
度
の
改
正
に
よ
り
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

で
、
支
給
対
象
と
な
る
方
へ
の
案
内
が

３
月
中
旬
へ
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

　
通
知
が
届
き
ま
し
た
ら
、
案
内
に

従
っ
て
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

　
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
年
金
か
ら
の
支
払
い

は
、
口
座
振
替
へ
切
り
替
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
1
月
29
日
㈮
ま
で
に
手
続
す
る

と
、
4
月
分
の
年
金
か
ら
の
支
払
い

が
中
止
さ
れ
、
7
月
か
ら
口
座
振
替

に
よ
る
支
払
い
と
な
り
ま
す
。
口
座

振
替
の
依
頼
が
済
ん
で
い
な
い
場

合
、
併
せ
て
手
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
前
述
の
期
限
を
過
ぎ
て
手

続
し
た
場
合
、
6
月
分
以
降
の
年
金

か
ら
中
止
さ
れ
ま
す
。

※
既
に
、
変
更
の
申
出
を
し
て
い
る

方
は
、
手
続
不
要
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

確
定
申
告
に
使
用
す
る
保
険
税
等

の
納
付
確
認
書
を
交
付
し
ま
す

農
業
所
得
確
定
申
告
に
お
け
る

事
前
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の

申
請
手
続
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
税
と
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
方
法

は
選
択
で
き
ま
す


